
を明示L、その内容（処置改薄の内容及び還元の割合等）を公表するよう病院に指導す   

るペき。現状では．各病院がこの増収分をどのように活用すべきか示されておらず、現   

場の士気をかえって低下させる結果を招いている。 

○その他  
・これまでの日本の医療の進≠封こよって、出生時死亡はI成少し、未熟児についてもNICU等   

の医療により、多くの新生児を救ってきたため、回民全体が分娩について非常に安易に   

考えているのではないかと考える。もう少し若い頃にきちんとした教育を行い、分娩に   

伴うリスクも知らせるべきである。あまりにも自分勝手（自己中心的）な妊婦・豪族が   

多い。  

巨十分な医師を確保できるだけの診療報酬の増額が一番に必要である。  

リ、イリスク分娩管理加算算定の条件に、産科医療補償㈲傲への加入を含めることはおか   

しい。産相補偵制度は、単なる民間の保険であると厚生労働省も認めている。  

8 病院勤務医負担軽減についての今後の課甥・ご要望等  

・医師事務作業補助体制加算の医師車動作某補助者の業務払巨引こついて検討してほしい．   

診療報酬業務等の兼務を認めてほしいn専従としての配置では採算性に欠ける（人件蝉）。  

・当院のような中小の病院では、常勤医の勤務を楽にしなけれげ医師の確保ができない。   

そのため、当直も常勤医が希望しなければ、全てアルバイト医師を雇用して行うことと   

している。都心中心部にあるため、アルバイト医は比較的見つけやすいと考えるも しか   

し、質の確保の点では問崩がある。また、大学の人事異動等により、当直医が来られな   

くなった場合、院長他、常勤外科医がカバーすることになっている。それでも、常勤医   

は外来診療、病棟診療（着鰻師への指示、処方せん作成）、手術、検査、患者・患者家族   

への説明、依頼された診断審作成等と忙しい。当院では、事務補助として、主治医意見   

昏は介吉盛保険が始まった時より、入力業務は全て事務が行い、医師の事務作業を軽減し   

てきている。外来、病棟の薬の処方せんも、薬剤師や医事課職員により、医師が手器き   

した処方せんを入力し、次からは医師がチェックするだけになるようにしている。病棟   

クラークも88床の病床に3名おり、カルテ整理、検査データの貼付け等を行っている。   

MSWも2名体制で、医師から退院間近の指示があれば、退院・転院調整は全て行ってい   

る。診療情報提供香も、可能な限り記載し、医師はチェックを行うのみにしている。今   

回の改正で医師事務作業補助者が、保険会社からの診断書についても記載できるように   

なったが、これまでも忙しい中で医師が行っていた業務であるため、事務作業員への移   

行は慎重にする必要があり、なかなか進まない。今回の質問のように1年前から何らか、   

医師の事務が少なくなったかという質問であれば、もう既に、補助作業は行っていたた  

lr, 

め、大半の医師は、変化がないと答えるであろう。平成13年の調査によると日本の病院  

のヰ0％が9ウ床以下、29％が川0～199上末で、70％が1り9床以下の病院という構成になって  

いる．今回の調査は、研修促、後期何‖疹医のいるような病院を想定して考えられている   

ようだが、当院のような体制で弓f従を望引牛とされるのは難しいr 現在医師事務イ乍業補助  

者の専従者は、診断書作成をどのように移行するか模索中であり、クリティカルパスの  

作成、統計資料の作成、医局会の準備、議事録作成、招例検討会雄瞞、主治医意見提作  

成を行っているn 将来的には、電子カ／レテを採用し、診察室にl人ずつ配置L、医師と  

患者のやりとり、検査のオーーダー入力も医師事務補助作業者の仕事として確立させたい。  

病棟においても回診に同行し、診療録の入力業務はできるだけ医師事務作業補助者が行   

っていけるようにし、手術記録の作成も、医師の［1述を録音できるようにLていきたい。  

そのためにはカルテの電子化が必要であるが、現在の診療報酬では取りかかれない。当  

院は、医療機能評価の認定も15年締からとり、2次救急医療機関であり、病床稼働率も  

100％う圧くを維持している。しかし、病院自体の収支は赤字になることもある∴法人内の  

訪問者諸ステーションやデイサービスの黒字を補功して法人としてやっと黒字計上がで   
きている状況が続いている。平成18年の中小病院の勤務実態を無視した看吉隻配置基準の  

改定があり、経営の厳しさに追い討ちをかけられている。地域医療を守っているl墓療機  

関としての責任から当院は持分ゼロの特定医療法人にもなっている。質の向上、経営努  

力をしていない、患者から選ばれない病院は消えていくことも什方がないと考えるが、   

当院のような病院には、電子カ／レテや質の向上のための補助を厚労省には考えてもらい   

たい。  

・患者が求める「安心・安全・納得」の医凍を実践するためには、それにふさわしい診療   

報酬ヒの配慮をお願いしたい。急性期病院が存続するための必要条件であることをご理  

解ください。  

・生命保険会社、損筈保険会社などの診l折書、照明電頬が多すぎる。商品ごとに診断召が   

異なり、それぞれに記入しなければならないことが業務負荷を大きくしている。生イ呆・  

損保の診断再の種類の多さは、生保各社等の都合であり、医師の事務作業軽減を図るな   

ら、これらの様式を可能な限り統膿するよう厚生労働省から業界へ指導すべきである。   

また、介確保険等の主治医意見書もー度中軸すると更新や変更申ぎ高が敷か月ごとにくる   

ため、記入すべき畜類が増える－方である（患者が介言堕を必要としなくなるまで、継続   

されるので新規患者分だけ増加していく）。記入書類の盤理と統合が必要。新しい制度が   

できるたびに医師が記入する再類が増えるばかりで、一向に減ることがないn  

・院内体制の客観的な基準を整備。  

・「医師掌務作業」について言えば、20年度診療報酬改定で新設された、「医師撼務作業補   

助体制加算」は、入院初日のみの加∃引こしかならないが、勤務医の負担を軽減するきっ   

かけになったと思う。事務作業によっては専門的な知識が必要とされ作業内容によって   

の点数配置が必要ではないかn 今後、病院勤務医の募集では、必須の事項となるかもし  
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・増員あるのみである。やっと医学部の定員を増やすが、遅きに失する。これまでの医療  

行政をきちっと検証する必要がある（必要医師数カウントの根拠等）．偏在を解消してほ   

しい。  

・患者の病名について、これも各病院内の取り決めにより事務作業補助者が記載・入力と  

行ってよいものか疑問がある。  

・病院勤務医の負担軽減については、病院で積極的に取り組むのは勿論のこと、勤務医の  

減少が原因となっている。その要因として臨床研修医制度における研修医が中央の有名  

病院に集中する傾向があり、地方の病院や大学では減少している．臨床研修医制度の見   

直しを要望したい。  

・当センターの産科医は県内の母体搬送のコーディネーターも兼ねている。当センターへ   

母体搬送依頼があり、MCUが満床などの理由で当センターでの受け入れができない場合   

は、産科医が県内、場合により県外の受け入れ先の病院を電話連絡により探している。   

受け入れ先病院が見つからない場合は、l時間以上も電話のそばからはなれられない場合   

もある。さらに夜間の場合は当直医1名であるので、他の業掛こ支障が生じることがあ   

るn そのため母体搬送、新生児搬送に関して医師以外のコーディネーターの設置が望ま   

れる．  

・①病院勤務医の多くは、主治医であれば受け持ち患者の急変時はいつでもどこにいても   

駆けつけるのが当然とされ、2ヰ時間365日拘束されているため、開業医に比べ、目に見   

えない負担は非常に大きい．開業医が之4時間拘束されると診療報酬がつき評価されるが、   

勤務医に関しては何も評価されず放置されている。②現在行なわれている勤務医対策の   

うち、新たな赴任に対し、研修費などの名目で奨学金を貸与し、年季が明ければ返却無   

用の制度は、渡り鳥のような医師には恩恵となっても、今まで地域に根差して頑張って   

来た医師のモチベーションを却って減らし、止めを刺す政策で評価できない。③勤務医   

対策としての予算は病院には入るものの勤務医までは届かない．開業せず地域医療を担   

う勤務医として生涯を終えることが経済的にもメリットがあるような制度にしなければ   
本当の対壬割こはならない。  

・病院勤務医の事務負担軽減についてはよいと思うが、人件費の増大になるようなことほ   

望ましくない。  

・入院基本料をはじめ、入院治療に関わる診療報酬の増額（現状の15倍）を望む  

・医師、看護師数の増。診療報酬の点数アップ血  

・人材育成及び費用（人・システム等）G  

・少なくとも、大学病院においては、ニれまで医師は基本的に報酬や自己の健康を度外視   

して診療を行ってきたb 近年の医療の高度化、複雑化により、医師（勿論、他の医療ス   

タッフも）の仕事が著しく増えても、黙々とそれを受け入れるのが美徳と曲解されて、   

最近の軌携厚の過負担に至ったと考える．もう1つは、女性！蛮師の増加であるn 女性に   

は子供を産み育てるという大切な使命があり、それを両立させ得ないと勤務不可能なこ  
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れない．  

・勤務医の負担軽減策を実施するには、それに伴うコスト増を医療収入で補う必要がある  

が、現在の当院にはそれだけの余力がない。行政の支援が不可欠であり、補助金劇度の  

充実策を検討してほしい。  

・「一次救急」などは原則として、開業医などの輪番もしくは病院への出張診察など何らか  

の制度を作ってほしい。このままでは金銭面はともかく、夜間等の負担（ただでさえ入  

院患者に対する緊急呼出しがある）増加のため、どんどん病院から開業へと医師が移動   

してしまう。実際、開業医は増加しており、何らかの歯止めが必要である。上記のよう   

な夜間対応、手当金制度はあってもよい。開業医地域定員制の導入。  

・厚生労働省が示した見解のように、医師不足が勤務医の負担増の原因と思われる。医師   

の増員を図る手段を強めてほしい。また、今から医学部定員増を行っても、その世代が   

現場で活躍できるには10年近くも時間がかかる。それまでの期間の対策が急務と考える。  

・当院は、医師負担軽減のため、（》助産師増員・指用、②クラーク採用等を行ってきたも   

しかし、①については、助産師、有言斐師の配置が実際には7対lの水準に達しているが  

「産科」であるというだけで認められず、10対1の算定となっている。産科‥小児科の  

危機が叫ばれているにもかかわらず、健保の診療報酬は、産科・小児科に対して報いよ   

うとしているとは思えない。②についてはいわずもがなである．産科医療に手厚いとい   

うふれこみの改定（マスコミでは）だが、実態との帝離を感じざるを得ない。なお、（動  

産科医療補償制度も、現在の事務負担のあまりの重さに一考いただきたい。  

・病院の安易な利用が勤務医負担増加につながっている。病院の利用方法等を国で啓蒙す   

ることをお願いしたい。  

・医師の負担軽減よりも医師確保が優先である。常勤医師を確保することは大変である．  

・産科医師が今まで行っていた分娩登録（PCへの入力）を、病院事務朋が代行するように  

なり、この点は木きな負担軽減となっている．ハイリスク分娩加算は、現場産科医の士   

気を高める上で大きな効果を発揮していると感じている。病院勤務医の場合、他診療科   

医師との兼ね合いもあり、ニの加算を直ちに給与面に反映させるのが困難な面がある。   

本来、この加算は、医師の負担軽減が導入の大きな目的であるから、当院では、産科医   

師の定員増加へ加算部分を使用するよう、病院当局と交渉中である。しかし、産科医が   

足りないこと自体が、この加算導入を必要とした原因でもあり、定員を増加させても、   

その痛が埋まるかどうかについては、一抹の危惧が残るや 本加界によって、産科医自身   

が社会からリスペクトを受けていることの証を実感でき、彼ら・彼女らの士気を高める   

という効果をもたらしたが、大きな負担軽減までには至っていないn それは、本質的に   

は「医師が足りない」からであり、即効的負担軽減は困湖である．l、2年単位ではなく、   

長いスパンで見れば、必ず搾科医は増加して、この加算がさらに有効な負担隠滅に作動   

するものと信じている。逆に、「短時間効果少なし」としてこの加算が切られれば、好転   

しかけている産科医療は最悪の状況に突き落とされると危惧される。  
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務医の役割を分担し、勤務内矧二応じた診掩撞酬体制とする。  

・特定機責巨病院に対しても、診揃締酬上の評価を検討して欲しい（事務作業祁切に対して、   

診療各科から医療クラーーク等の設圭‘ゴ誓望などがあるが、これらの†要執こ応えるのは囲う繁   

な状況亡ある）。  

・オーダリング、電子カルテの導入といったように汀化を進めており、勤務医に対する負   

担i引噌すばかりであり、勤務医の負担軽減は必要不可欠のことと考えているが、そのた   

めの財源確保に苦慮しているのが現状である。現状の点数のまよでは、貞揮酢l域のため   

の人材確保、育成、設備等の負担増を研いきれない．．更なる人材育成の助成、1T各メー   

カーのデータ共有を可能にすることに合せて、点数のアップをお願いしたい。  

・地域住民（潜在的患者）の医■靡に対する理解を得ることであるr 口中と戒牒巨体RPは   

病院診療能力に大きな違いがある。医療転源（特に、医師・首謀即などのマンパワーー）   

には限りがあることを、皆が理解する必要があろ。医師の偏在の更正、阻帥不足の解消   

が必要である．医療の療彗準は、小児科、救急だけてなく、内科、外科、脳神経外科でも   

深刻である。  

・医師の定数確保に苦慮している。大字医局からの派遣に振っていたため、人員の確保が   

十分でなくなり、負担が増える傾向にある。  

・医師だけなく、他の隈療峨に権限を与える必要がある。  

・クラークや他〃〕職種の導入による医師の負担軽減による定の限界もあり、やはり医師   

確保対策が第一である∩国立大学病院においては、毎年人員の削減を要求される一方て、   

医師の負担軽減策として病慄クラⅦクを配置し、医師の補助業務を行っている。しかし   

ながら、限られた定員枠で正風雇用こよる医療クラーークを配置することは国難な状朝に   

あり、本院では現在、業務委託による人員の配置を行っているが、医師にとって満足な   

ものとなっていない巾 医療クラーークji、一定以上の知識や経験があり、また、∩ら知識   

を習得しようとする意欲がなければ勤まらない業務でありながら、安定して雇用が約束   

されていないことが最人の原田と考えられる。医療に関するさまぎまな問穎に際して、   

厚生労働省、文知科学省、学会、医師会、マスコミ等の各方面から調査ヤアンケート（本   

調査も含め）の作成依頼（ほぼ強制）がある。これらに対して、まじめに回答する病院   

ほど、更に忙しくなっているn  

・病院勤務医の負担増大は、新医師臨床研修医制度の発足により、大学から医師を引き揚   

げられ、勤務医が減少したことも原因の一端にある。当院i）大学から脳神経外科・循環   

器科の医師が引き揚げられ、残った勤務医への負担が益々増大している。新医師臨床研   

修医制度による弊害を改濁することにより、勤務医の負担軽減がはかられると考えるた   

め、対策をしてほしい。  

・病院毎の特性や規模により、医師♂）負担を比較することはできないと思うが、当院は恵   

まれている凸 医療法上の定員の3倍以上の医師がいる。医師の補助を行う軒務の人件費   

の補助を点数化するのもよいが、実際は医師の人数が大事である。病床数、外来故等の  
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とは当然である。現在の医嫉体刑〟）中では、その点への配慮が全く欠，等していう。以仁   

を踏まえた体制を作ることが是非必要である。  

・病院勤務医の負担棒滅に路効果があるのは、隈帥不旭を改計⇒‾5ことであり．ノ＼き蝿  

でも匹鋸が増加することが一番てある。医師のイl二l甚J）郎を、他の暇矧こ移す（法律的  

に可能にする）。  

・聞業医との待遇格差を縮めなければ、「笑師の病院耶れは‥二まら／亡いと．担われる。いぎと   

いう什引こ患者を送り込む摘浣がなくなることは、開業腹にとっても間良房であり、r＝lli会   

の協力が必要と考える。  

・l矩腑ミス等のやや過剰にもなりがちな社会的関心により、多くの文事・記録が必製にな  

〔ている小 医師事務朝助の制度として華人され、診療報酬化されたことで－般的一汗務に   

ついてやや業務負担は軽減されることにつながることになる。医「禰が行わなけれげなら   

ないもの、また補助者への指示・指専という新たな「業務」の碓′上によりすぐにIjに見   

える効果は出づらい点はあると思う。医師阜凝作業補助者個々のレベルアップも靴厨司に   

なると思うため、考慮してほしい小 看護関係の文飛が繁雑て多すぎることが、看護ノ」の   

低Fにつながりかねない亡 兄体的には、看髄必要度を全入院悪者に毎日記入すること等   

てあるn  

・外来縮小化に向けた特定療養費（病院初診加算）の改定を検討小  

・入院治療、計画書、その他細かな同音計乳 また、電子カルテ記蔵など事務白（潤ヲ′f、が多   

く、制J隻の見直Lを検討してほしいか また、専任スタッフ♂）養成をしてほLい。  

・周囲抽）病院および諮漬所が医師の引蟻げ等により、矧院の外来患者故は必然的に1日如し   

ている。この間遁は、当院の体制（受皿）に聞係なく、物理的なものである。その■いで   

病院蝉位での勤務医の負担軽減策にはマンパワーに伴うコスト衝からも現状以上は［月賦   

となっている。併行して、医師の充足策、診療報酬評価の向上を検討してほしい。  

・地j或連携の拡大による返信、情報提供書の記載並びに各種生命保険証り】脊の記赦など吉   

相記載の負担が、かなり蛋くなっている小 保険関係などは見本が同封されているが、内   

容が詳細になってきており、煩雑な業務負担となっている。これらのことから、絶類の   

記載種類を整理し、種類を減少させることが必要と考える。  

・診療所の開業医より、芳触がハートで収入が少なければ、いつまでも勤務医の増加は見   

込めない．医師の交代勤務、実施にも医師が足らず不・1J能であり、思い切った病睨収入   

増が必要であることから診療報酬上の配慮を要する〔  
・医師絶対数の増加、診療に従事Lている医師の正確な把握（特に勤務医の増加にあたっ   

ては、計画的開業医の数の制限が必要）。負担軽減に対しては必ず費用発生を伴う。病院   

の収入増となる施策は不可欠である。社会（患者）教育が必要である。L突療事故〝1バッ   

シングが続くようであれば、医師になる人も減少する⊂ 以1二に対する対応を早急に考え   

る必要がある．  

・医師の全体の数を増やす。開業医と勤務医の数を調整L、開業医を減らす。開業l年と勤  
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あり、医師の掘り起しが急務である。その方策としては、女性医師の確保、とりわけ辞  

職した女性医師を復帰させるための方策を講じる必要がある。  

・平成20年度の改正で、新たに点数化されたが、点数が低いので、経営的に負担が軽減で   

きる点数算定できるようにしてほしい。  

・①過剰労働の緩和が必要である。新卒後研修医システム導入以来、地方の人草病院にお   

ける現場の勤務医不足は決定的である。それが勤務医減少にさらに拍車をかけている。   

当然残った勤務医はこれまで以Lに過剰労働を強いられている。政府も医師不足、偏在   

に気がつき、医学部定員数の増加および地域枠を容認した。しかし人前の勤務医とL   

て育つには10年待たねばならない。何故勤務医不足が生ずるかについて、国民に情報を   

与え、ともに解決策を検討すべきである。②ON－OFFがハツキリした生活の確保が必要で   

あるn 少ない勤務医の数でON－OFFがハツキリした生活を実現するのは難しい。この結   

果、研修医は時間に余裕のある科、あるいはそれが可能と思われる病院を選択するよう   

になる。このため勤務医の仕事を軽減するために他の業種に医師α）仕事の分業をさせよ   

うと試みがなされている∩ 看誰師の注射業務、メディカ／レクラークの導入がそれに当た   

る。しかし米国ではすでに国家賢格としてm（医師アシスタント）の制度が確立Lてい   

るb 彼らは子診、カルテ記載、簡単な説明、手術助手などで医師を全面的にサポートし   

ている。米国に医療制度を学ぶのであれば同時にPA制度を導入すべきである。また大学   

病院から勤務医を奪った新臨床研修医制度は見直す時期に来ている。ニれらは勤務医の   

根本的角担畦淑に結びつく。③貸金の是正が必要である小 人苧病院勤務医の賃金は基本   

的には教育職に対Lて払われており．専門医に対しての技術料が加味されていない。技   

術、超過勤務に対しても正当な賃金が払われることがなければもはやモチベーションを   

保てない状況にある．すなわち勤務医の自己犠牲を強いて医療を担い続けるのは空域脚   

あると思われる√ ①医療事故に対する法的環境の整備が必要である。勤務医は高度先進   

医療と同時に医療安全が斐求されているれ そのためハイリスク症例を扱う分野が勤務医   
から、ハイリスク、低収入として敬遠される風潮にある。かかる症例の医療行為におい   

ても患者の保障とともに勤務医の医療行為を守るための法的環境の整備が急務である。   

勤務医の精神的負担を除くためにも、また現場より立ち去る勤務医を少なくするために   

も重要である。  

・診療報酬の技術料の見直をLなければ医師の増員ははかれない．業務量にあった人員確   

保には、それに対応する医療点数が必要である。  

・閉業が容易であること、開業すると般的に仕事量は半分・収入は2倍になると言われ   

ている現状では、開業医への流れは止められない。新制度での研修一束が職業選択の自由   

のもとで地方から去っていくことも医師不足（病院勤務医不足）の大きな要因となって   

いる亡 また、仕習上の制限が多い女性【吏師が増えたことも要因の一つである。ただし、   

いずれの問朗も改善することほ刺しい。つ去るところは、医師を増員するLか手がない   

のではないか亡  
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数字に対する医師の人数で点数化されるとよい。  

・勤務医の負担軽減を推進するにあたり、医療クラーク等の増員といった策を講じそ）こと   

も一案である。そのためには、臨床・研究・教育といった多くの役割を担っている特定  

機能病院の診療報酬を上げる必要がある。  

・医師事務作業補助者の業務範囲を拡大Lてほい、。  

・地域的問題もあるが、人員増を行いたいが、医師不足で増員できない。  

・（D病院勤務医の不足問題については、単に医師の事務作業が多いという点のみで／ごく、   

勤務医に比べて、開業医の方が業務内呑も簡便で重症症例がないにもかかわらず、勤務   

医よりも高額な収入を得ているという点で勤務医に不満が生まれ、結果的に病院勤務医   

が不足している。②医師事務作業補助者は専従者となっているが、現行の加算点数では   

人材の配置によって人件費として病浣経営を圧迫することになるため、今後、医師事務   

作業補助者の浸透を図るためには、点数の大幅な引上げが必要である。③専従者以外の、   

医療クラークや医療事務機員などを、専任配置とするならば、さらに効果的な医師事務   

作業負担の軽減策の設定が可能となる．①ほぼ全てのインフオ」ムドコンセントや治療   

計画等について、規定された書面で規定された項目全ての内容を記録として倭すことと   

する現行を改め、一別更で瑛末な内容、多くの場合開に同じ内容を記載することに／こるよ   

うな番額、治療上必ずしも必要でない書類等については、記録の横定を廃し、真に必要   

な記録のみを充実させるようにすることで、さらに医師の事務イ乍葵が軽減されるr  

・医療機関にとっては、医師確保が永続的に必要であり、病院勤務医の負担軽減に／→なが   

る課題である。国としてもっと力を入れてもらいたい。また、医療費削減を廃止、もし   

くは、軽減見直しを早急にすべきである。診療科に偏りを発生させる新医師臨床研修医   

制度の見直しをしてほLい¶ 人気がある診療科のみでなく、全体の′くランスを考えるこ   

とが必要な時期にあると思うr  

・医師のハード軌跡こついて、当院の医師においては、－、時的なハード勤務はあるが、常   

時的なハード勤務はみられない‘ 
・医師事務作業補助者は、委託職員は直接指揮命令をしないたれ 該当しないとい〕こと   

だが、委託職員が医師事務作業補助体制加算の定められた業務私闘をするもので〔ゎれば   

認めてもらいたい小  
・産婦人科医が増加することを希望している。  

・病院勤務医の負担を軽減するためには、医師イ足を帳消しなりれば／亡らない∩ 地方の医   

師不足解消には、地方の特に太宰府院における研修医の確イ呆が蒐要である。、ド成lり年5   

月に政府・与／党が臨床研修制度における病院の総定員を削減するとともに、研修医が集   

中している大都市圏の定員を減らすことで研修医を座沃／＼誘導することを検討しこいる   

旨報道されたゎ 本院が従来から要望している都会における研修P受入枠を拡大すろとと   

もに、臨床拙僧病院を評価Lて指数能力のある病院を厳選するなどロ〕方策の検討が必要   

と考える。また、医学部医学科紆学生石見噌〃みて掟医師不足′凋解消には柁適い｛】J）が  

■l  



・庭師の負担軽減に関しては、問題が多面的であるためト短期的応凍†と長期的応対に分け   

て行う必要がある。まず喫緊の問題としては「確牒卜休日の・次救急患者の削減」であ   

る。現在各地で活動Lていろ夜間・休日診療所について地域全体をカバーするトリアー   

ジ機能を持った診療所に拡大・拡充するとともに、住民の啓蒙活動が大切と考える。医  

師の偏在が言われているが、その背景としては医師数の絶対的不足とともに、〕Kを避け   

る専門医傾向と腋Lい勤務医から短時間高収入の開業医へのシフトがある。対策として  

は、医師袈成教の増加と今の専門医制度を見直し、専門医と総合医を一緒に取り込んだ  

専門医制度を作り、その制度を統括し、医療の貿を管理し、かつ地域の医療必要度を考  

慮した行政的事業も行う管理専門組織が必要と考える。このシステムを医療界全体で支   

え、国民の医療を提供する姿勢がなければ国民との「ミノ」は深まらない。  

・病院鍾営が悪化し、専門業務に特化させるための人員増加ができない．医師の負担樫滅   

と併せて、経営改善、安定経営に係る施策が必要である。  

・医師事務作藁補助者に診療記録の代行入力をさせたいが、亀子カ／レテの導入が自己資金   

では困難である。ぜひ、中小病院にも電子カ／レテ導入の補助金を検討してほい、。現在  

の状況では、どの医療機関でも体力的に（ランニングコストを含め）実現は馳経である←  

・コメディカルなどに医師の仕事を分担すべきである。例えば、／レート確保のみ行うナし一   

ス、患者の移送のみ行うナース、検査の説明のみ行うナ・一ス、診断畜（主治医意見書）   

の記載の補助のみを行うスタッフなどのように、それぞれの軍門家を育成することによ   

り、医師の負担を軽減させるばかりでなく、コメディカ′レに資格を与えることができる。   

医師は医掠行為において全ての喪任を放らされるが、医師が個々の仕事を行うことで、   

患者全体（受け持ちは患者】人ではない）を管理することが困難になる。買任を取る立  

場であるならば、個々の仕事は専門家に行ってもらい、全体を監督する必要がある。  

・産科、小児科のみへの配慮では不合理であり。重症を取り扱う外科系各科、救急領域に   

同様の配慮をしななければ、産科、小児科と同じこととなる。後手に回った小手先の対   

策しか取られていない。病院会体の収入が増加しなければ全く意味はない。入院基本料   

の倍増が必要である．  

・院内他職種との負担の相互分担による負担軽減策をさらに検討すべきである。  

・病院勤務医の負担が増えた要因をきちんと捉える必要がある。要因としては、①新医師   

臨床研修制度の稚拙さによる大学医局且の大幅な減少。特に地方で地域医療を担ってい   

る病院は大きな影響を受けた。②地域の責任を担っているからこそ病院勤務医は昼夜を   

問わず診療にあたっている。一方で開業医は勤務医に比べ、収入も時間も確保できると   

いう構図になっている。疲弊した医師が後者を選択することは当然の流れであるn ③勤   

務医が減少すると病院勤務医はさらに大変な状況になり、悪循環が生じる由 この悪循環   

は一旦始まると加速的に増加し、病院本来の機能が果たせなくなる。（初任民にも「自分   

さえ良ければ」的な発想が浸透してしまっている。クレームや公訴リスクが増える一方   

であり、本来の医療を提供する手間が大幅に増えてしまっている．上記のみならず、い  
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ろいろな条件が重なり今日の状況になっている。同は、上記のような原因について当然  

理解していると一敗われる小 特に地域医療はすでに破顔が始まっている。早急で適正な施  

逓を実行しナ～いと、世界に誇れる日本の医療は一部の人だけのものになってしまう。  

・医師不足解消の晩節をお噺いLたい。  

・退院後、翌日までに診療所へ逆紹介する場合、逆紹介をする診療所を決）宣する場面にク   

ラークが立ち会っていなけJtば、詣鞠作成補助はうまく行えない。  

・病棟クラ」一クの配置は、勤務牒、有識師の負担軽減には不可欠であり、DPC導入面から   

も必要性を感じてはいるが、病院全体の人件資が高騰しており配置が幽難である。  

・休職している女医の復帰をうながす制度を行政が作るペきである。各々の病院に負担が   

かからないようにしてほしい。医療にお金がかかることを行政が認識し、国民に知らせ   

るペきである。  

・当院では、施設基準上はクリアしていて閲歴はないが、これから当院が目指す施設にな   

るためには負担は否めない。  

・地域の急性期を担う病院で、勤務医の負担軽減を目的に新設された医師事務作業補助体   

制触酎こついて、当該職員を履用するための人件蹄や教育研修費が診療報酬点数だけで  

補助できるものなのかn DPC コーディング作業や診療報酬の請求作業、受付業務等が全   

く除外される現行の専従内容での導入は、増加する人件対比率に拍車がかかるものであ   

ることから岡難である．また、当該補助職員が結果的に底局の便利使い的要素を持つこ   

ととならないよう何意することが必要であるn  

・病院勤務の不足を、他職種でカバーしようとすることは根本的解決とはなりえない。病  

院勤務医の増且が不可欠である。  

・保険点数で補おうとすることに無理がある。国立・大学系病院に厚く、民間の努力が報   

われない方向に進んでいるように感じる。現在の医師の負担の大きい病院へこそ、大き   

な公的拝金や点数を与えるべきであり、業務最の少ない病院が点数の恩恵を受けてしま   

い、患者を断われない病院ほど厳しい診療報酬となっており、実繍評価がされていない。  

「一生懸命」とか「忙しい」が現在の診療報酬の制度では駄目と評価されているように   
感じる。  

・常勤医師の絶対数が足りない状況が根本的問題であり、医師確保も因果を極めている。  

捌こ大学医局より派遣が縮小されていることがダメージとなっている。  

・離島の民間医療機関の為、医師の確保が非常に困難な状況である。行政レベルでの対応   

にも力を入れてほしい。  

・文書作成事務をしっかり確実にこなしていくようにしたい．  

・医療圏内に留まる医師の絶対数は、いかんともしがたく、医師の業務を看吾郎市、コメデ   

ィカル職員、事務職員へ分担させることも限界に近づきつつある。医療圏内の病院の再   

編による医師の確保が喫緊の祝顔である。  

・必要診療人員枠の増加、医師の確保策が必要である。超過勤務軽減康として、（D人員の  
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増加による2交番制勤務など、②業務の効率化、③事務（診療アシスタント制度）の積  

極的推進、④人員確保のためのフレキシプ／レな勤務形態の導入、⑤必要な諸手当の導入  

などがある。医療費抑制政策の見直しとして、必要な診療に従事した医師に対して、上  

限を設けずに時間外勤務手当てが支給可能な制度に改正してほしい。医師不足が著しい  

診療領域には、病院がどれだけ努力したとしても患者が集中し、過重労働とならざるを  

得ないのが地域医師現場の実態である。病院として、患者のために尽くしてくれている  

医師を適正に処遇しようとしても、法令を逸脱して時間外手当を支給すれば、過重な勤  

務を強いているものとして労働基準監督署の指導を受けることになる。医師には応召義  

務があり、それを課していることが、結果として「サービス残業となっている」実態は、  

極めて不合理だと言わぎるを得ない。病院が過重な業務命令として勤務に強いることは  

論外だと思うが、少なくとも、実際に必要な医療行為を行った医師に対しては、適正に  

処遇することを許容する制度であるべきであり、それが可能な財漁が（時間外加算の大  

幅増額等により）病院が確保できる制度としてほしい。また、①病院の機能に応じた勤  

務医の配置数を適正に見直してほしい。②勤務医の配置数に応じた診療稀劇上のドクタ  

ーフィの見直しをしてほしい。③女性医師マンパワー活用を促進するため育児、子育て  

の短時間就業を正職員という位置づけで継続できるような雇用形態を法㈲化してほしい亡  
また、短時間労働の女性医師の正規雇用、また、健康保険の加入条件枠（一過30時間以  

上の労働時間）の緩和をしてほしい。④医師の専有業務を正看護師、助産師、保健師、  

英剤師などに広げられるよう関係職穐の法制度見直しをしてほしい。また、コメディカ  

／レの対応業務拡大を法制化するとともに、それに応じた青書塵、コメディカルの病院機能  

に応じた配置数の見直しをしてほしい。処方せんの発行、検査のオーダー、医師の処方  

なしで薬剤師が調剤できる保険薬品を拡大してほしい。⑤医師の復職を支援する公的な  

研修プログラム施設の設立と、研修を受ける医師への資金援助体制を制度化してほしい。  

⑥外来診療における診療秘書業務を診療報酬で正当に評価し、外来担当医師の額瑠な事  

務業務軽減化を図ってほしい。⑦専門医束格制度と絡めた診療報酬、人事院勧告での給  

与評価、学会規定の専門医、指導医といった打格があるが、それらの特殊賢格を医師の  

報酬として確保できるようなシステムが必要であるb 特に人材が不足している医学領域  

の専門医を高く評価してほしい。また、病院の医師の給与は、人事院勧告の基準を準用  

しているところが多いが、医師の給与を－一律にするのではなく、専門によって格差をつ  

けることも今後、検討してほしい。例として、産科医、麻酔医、小児科医、放射線医、  

救命救急医などであろ。⑧診療報酬上の医師の手技料に文革主義を持ち込むことはやめ  

てほしい‘これまでの厚生労働省の役人的な考え方から、医師の診療報酬をつける際に  

必ずといっていいほど、記録や手続き文書を残すことを義務付けている．そのことによ  

り、現場では、新たな点数が設定されると点数の高い低いに限らず新たな帳票や記録が  

増加しているn 記録には、携わった医師のサイン印鑑、場合によっては患者や家族のサ  

イン、承認印などが求められる場合もあり、新たな点数設定と新たな文杏作成業務が拡  

25  

大していく。こういった役人の証拠主義的な発想を変えてほしい。診療記録も診療本来  

に必要な内容と診療報酬上で記載が必要なものとがあり、診療報酬の改正の都度、後者  

は増加していく。こういった記録は、医師の業務を確実に増加させる一方で本来の診療  

に必要のないものだけに現場の医師の賛同が受けにくく、記載漏れの原因となっている。  

医療監視や共同指導などで返還を求められるものの多くがこれらの類である。医師が診  

察室内で行う業務は患者の診療にとって必要なものだけにすることが、医師は診療する  

に当たっては保険医でなければならないと主張する国の側にも大きな意識改革が求めら  
れている。⑨高度医療を担う専門医に対する診療報酬を設定．「00センター」と呼ばれ  

るような高度医療は、診療科の壁を越えた専門医、専門看護師の集団で成り立つことが  

多い。そういった機能や施設を保持することだけで診療報酬上の評価することも、地域  

にあって特殊な施設を維持する上で重要である。いままでは、そういった特殊な施設は  

入院料か医師の手技としての評価が主であった。しかし、それらでは、専門医としての  

稀少医師に対する給与を担保するうえで十分ではない。専門医や将門看甥師の給与に反  

映できるような診療報酬の設定をお願いしたい。学会専門医を一律に評価するのではな  

く、地域に稀少な機能、施設に絡めて、専門医を評価する考え方が求められる。⑩医師  

の業務軽減とオーダーシステムなどのコンピューターシステムでの支軌ま重要であり、  

これらの費用は、病院の中での負担となっている。医師の業務を支援するためのコンピ  

ューターシステム導入、維持する費用として診療報酬の中で毎年、年間診療報酬額の2％  

を確保してほしい．⑪特定機能病院を中心とする急性期かつ簡度医療に対応する医療機  

関に対して治療機器、診断機導入は、医師の兼務軽減を図りながら質を上げることにも  

つながることから、診断機器、治療器を用いた診療報酬上の評価をもっと上げてほしい。  

しかしながら、医療機関一律にそれらの点数を引き上げることは高額医療機器の禿点配  

備が図れないことから、高度、急性期医療を担当する医療機関について認めるような対  

策としてほしい。⑫医師の時間外業務や当直で行われる夜間業務に対する診療報酬上の  

評価をしてほしい。勤務医師の時間外業務が国の調査によると人平均、月間期時間に  

も及んでいる。勤務医は、平均で1．5人分の業務を行っていることになる。時間外換算し  

た場合の手当てを病院が負担すると、病院の経営が成り立たなくなってしまうというこ  

とが常憶化していることを改善するためである凸 現状人員体制で行うのであれば月間90  

時間を時間外集務として人件費を診療報酬の中で評価するような変更を行ってほしい。  

⑩医療の安全対策に診療報酬を厚くしてほしい．医師の業務憧減とともに医療の安全性  

を確保することにも日を向けた業務の診療報酬上の評価をしてほしい。医療安全にかか  

るDPC上の評価点数はあるが、もっと高く引き上げてほしい。医療安全対策が万全では  

ない医療機関で、医師はよい医療を行うことはできない。そして結果的に医療の安全が  

恥保されない医析軌跡こ医師は錐まらないという悪循環が起きてくる。医療機関側で安  

全対策にかかる拝金を用意することができるような診療報酬ヒの評価が求められる‘⑭  
保険謂求業務の合理化、単純化によって軒務I成員〝J業務を診療輔コ加こ向けるtl二組みを検  
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討してほLい．いわゆる保険請求業紬1、l虹はlシミ糠♂）賃を担保－1jるものではないが、病  

院の中では多くの却務職員がその業務にあたっており、そのための人件詑負担は昔．織と  

なっている。入院の診戒f報酬が包括請求になってもなお、出来高と包括した内容を間璃   

に作成して請求することは、なんら医療の内容を1□促することとは関係直ないことてあ   

る【オンライン吉古来がスタートし、被イ呆険者言iEの電子化が行われようとしているが、保  

険請求にかかる業務の単純化、レセゾトチェックソフトの無諾＝冒供により審三菱にかかる  

機関野用の削減などをはかりながら、請求から支払まごの業務山機械化、再試化季す1   

めて、事務棉貝のマンパワーを診療支援に向りられる上うな体制を国策として整備して   

欲しい。  

・①急†生期病院においては交番制執務が可能な人員配置をすることができる診療撞Ⅳ†とし   
てほしい∩ ②新設された「医師事洲乍業補助体制加軌 をさらに充実させ、運用しやす   

いように増点してほしい［  

・隆貞巾の業務を分担L、看講師等の中門一撤へ権限を与えるシステムの構築ホ 診娩雛酬をア   

ップすることにより、医師の雇用の増加が可能。医師をサポートする立拐である有言那可1   

も不足しているので、更なる着通師の育成に力を入れてほLい〔  

・勤務医の負担瞳減点病院にとって慌仰の確保面で塁嬰であると舘減している。L乃ゝL、  

機械するための人員整備に経費がかえゝりすぎ、すぐにi用仁しい。  

・負担率琶滅＝医師の増員というのが最も容易な発想てはあるが、それを実現させるために   

直ちに医学部の定艮を増やすという（7）は安直な刈策と思われる。巧i純な医学部定員の増   

加は医師の項の低下、医師の給与の低下を杓き、さらなる医療の破壊を招く危険もぁる。   

まずやるペきことは、ベッド数の適正化、入院期間の適正化であるn 地域でほ病院の屈   

原倉はまだまだ可能てあり、ベッド数を減少させ、医師を集約さけることで1ペ′トあ   

たりの医師数、春吉那巾数を増加させることができる。また、民間病院と自治体病院が指   

合している地域も多く、本来の自治体病院の存荏音義が滴れ、民間と同様のことを・行っ   

ている例も少なくないn 民間と自治体の役割を明確に分けることで、ベッドの集約と意   

思の免約化も可能となるのではないか。また、研修医の偏在についても．改善すノこきで   

あり、地方への研僧医の配属を定員化し、必ず全国に満遍なく配属されるように検討す   

べきである。負担樫減のためには、病床数、病院数、在院日数、医師数、研修瞑、医局   

制度、医学部♂Jあり方をトータル的に検討する必要がある。  

・勤務医の負担軽減については、開業医の休日・複l軋診療を推進する等、実態とはかり離   

れた政策が放られようとしているが、根本的な問題解決には程遠いと考える。これまで   

フリーーアクセスで医療機関を受診し■ても良い状況から、最終的には看取りを在宅て行わ   

なければ到底ベッド数が足りないことから、患者を在宅又は介≡鋸こシフトさせるキえ方   

は、最近の開業件数が増えているとは言え、現在平均年齢が高齢化している（開封天の  

、Iそ均年齢は60歳）ことを考えれば、病院勤務者が疲弊しているからといって開業医イ別に   

シフトする考え方は安易すぎである‘更にこれ圭で女性医師に対する処遇、対応♂〕遅れ  
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も、病院から医師をおらせる要因となっている。また、媒行の健康保険法でi．し 多数ゾ）  

診療料を受吉今十る場合、開業【笑であればすべて祝打診料がかかるが、総合病院で受診す   

ろと例外はあるが、1f†i診料のみで良い∴経済的な両で偶発湛ヘシフト1‾る瞳‘tjチになるこ   

とも問題と考える。  

・人件費等で病院経営が窮迫にならないとうに、診娠報酬の見起し検討が必要であるu ま   

た、医師事彷作業補助体制加算のさらなる細分化も必空である。  

・必要医師数の確保がなくては何も先に進むことはできない。援用のための条件として、   

ここにあげられた条件が最優先であるとは思えないn まず、定員をはるかに上回る医師   

の確保が必要であり、それが可能になれば、クラークなどの問題は大きな問題とはなら   

ない。  

・病院における佼間帯・休日の軽症忠者の抑制が必要であるn 基本的に医療は一方働集粟的   

な側面があり、医師以外の介入のための資本（点数の加算）が必要である。  

■施設基耶の稲山はしてないが、業務分担などはできる限り行っており、それに対する評  

価を求めるく  
・医師の充足。地域格差の問題。r・算確保。  

・医療クラークを配置するという姿勢が医師事務作業補助体制加算であり、その加算が多  

11亡な医師〝）負担軽減になるょうにするた翻こほ、クラークヘ投資が必要である．それを  

頼まえた加算をぜひお願いしたい小  
・医師串務作業補助者の増員が必要である。それを可能とL】一る医療岩総額の相称を望む⊂   

また、女性医帥の活川や短時間1Ⅰ三規濯用の条件の緩和Lてほしい。  

・医師の負担軽減については、医師の充足が必須であるが、医師不足のq］、確保は圭まな   

らず、他職種の応援協ノ」に憤らざるを得ないが、これらスタッフにかかる人件費経費の  

適正な評価が必須である。本来、医療と経常を両立させなければ安定供給が成り立たな   

いことから、適正な診療報酬を決定してほしい。そうなれば財政の好転に伴うl実姉の処   

遇改善につながり、医師の確保が可儲となる。現在の全国的な執務医不足は、開業医へ   

の転向によるものが大半であるため、これらにブレーキをかけるためにほ、診療報酬上   

の差別化が必要であるn［本匠師会に負けず、過去の叩・乙表以l二の格差が求められる。  

ドクターフィで差をつけることができなければ、投嶽等に見合うホスピタルフィを大き   

く引き上げることが必要である〔さらには、勤務麻酔医の開票による大幅不足と開某に   

よる耗稼ぎには目を揮う程の醜態がある。このままでは外科系の中小病院の存続が危ぶ   

まれる。病院が潰れたら診療部では現在の医療水準を保つことができなくなる。医嫉その   

崩壊は病院倒産でどリオドを迎えることは絶対に避けなければならない。  

・産婦人科医師の待遇改善のため、分娩手当等の支給について検討を行っている¢ また、   

医師事務作業補助者の増員についても検討を行っている。  

・病院勤務医の負担を軽減するためには、医師増員等体制の整備が必要と考えるが、現在   

の診療雑酬の体系は、勤務医〈の評価が開業医に比べて低いのではないかと考える。特  
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に、三次救急を担う病院に対しては根本的な改善を望む。  

・ベッド数200～〕00の地域公的病院では医師不足のため診療科の縮小・閉鎖が続いており、   

それが拠点病院に大きな負搾を与えている．従ってこの規模の病院の医療体力が持続す   

るような財政措置が必要と考える。真面目に医療を提供している病院が報われる政策が   

緊急課題である。「医師の地域偏在」が大間鰯と言われるが、例えば千葉県では医療過疎   

で病院医療の破旗が深刻なA医療圏は人口当たり医師数が県内で最も多く、次いでB医   

療圏が2番目に多いという事実は －医師の地域偏在」が正しい表現ではないことを意味   

している。この地域では、C病院、D病院以外の病院はすでに崩壊状Ti引こあるが、医療   

圏人口当たり医師数は県内でl位と2位であるという。根本的には、医療珊抑制策を医   

療費増加策に転じるとともに、医療費を病院にもっと配分する仕組みが緊急課朗け考え   

る。さらに言えげ、医療崩壊で一身に過大な負担に耐えて地域医療を支えている拠．長柄   

院に応分の財政支援を要望する。  

・搬送先探しの軽楓  
・医師の偏在に対し、少ない科・地域に対して保険点数の1∵乗せをしてほしい。また、開   

業医との経済的格差を縮めるべく、入院の保険点数を上げる小療養型・社会的入；′完がで   

きる場を多くし、後方病院への転院を促進する〔医師の文盲記入に対しての経済的メリ   

ットが全くない。記入医師への還元と同時に、文菩等書堰の合理化を図ってほい＼。  

・医師確イ呆．  

・①診療報酬の中に医師事務作業補助体制加算が設けられたことにより医師事務作業補助   
員を採用することが可能となった‘いわゆるメディカ′レクラークの配置により医帥業務   
の過剰負担が少しばかり軽減されると考える。しかしながらユ5対t基準であっても医師   

の負担は強く、さらなる改善が望まれる。②今凹の医師事務作業補助体制のさらなる拡   

充が必要であるが、もし、この加算制度が消滅すれば、一大パニックになりうるr  

・控訴等の医療トラプ／レに対する医師負担の軽減が必要であるb また、病院へのコンビニ   

的受診化を防ぐための患者数育も必要である。病診の役割分担の更なる推進や医師の診   

療科のかたよりを是正する対策も必要である√  
・医師事務作業補助者に的確な教育とトレーニングを行う機関を充実してほLい。什院の   

医師にそれを全部まかせることは、更に負担を増大させる。  

・病院の保険点数と開業医の点数は分けるべきである．少なくとも外来診酷をせザに病院   

経常が成り立つ保険制度であるぺきである。  

・医師（特に勤務医）が増える施策が必要である。病院が研修医酢保のため、研修てきる   

医療機関の締り（例えば、中国ブロックに限る）が必要である。病院と診療所（かかり   

つけ医）との役割を啓発し、いわゆるコンビニ受診を減らすなど勤務医の負担軽減のた   

め〝）J鮎策が必要である。診療報酬の増やしてほしいh  

・祉題とLては、専門知識やす麦術が不足Lていろ。要ざまとLては、輔助ではあるが、専門   

的な知識や才支術が必要であり、それに見合／ノた処遇を・千丁うための点数の引上げをしてほ  

2リ  

しい。  

・連続30時間を超える勤務が月に何回もあるような、病院勤務医の実態を改善するために  

は、医師の増員と、それに見合った診療報酬の見直しが必要である。小手先の手法では  

問題解決にならない。つまり、医師の絶対的不足を解消するためにOECD諸国並みに医  

師数を増やし、社会保障にかかる頂家負担を引き上げる必要がある。  

・市民病院として手当の引上げ、非常勤職員の活用、院内保育所の医師への利用拡大、育   

児短時間勤務制度の活用などに取り組んでいるところである。病院勤務医の負担軽減に  

対Lて、診療報酬上の評価がなされたが、低い点数のため、メリットは少ない。点数の   

引1二げや医師数による評価、当直体制の評価、開菓医との格差是正などについて配慮L   

てほしい。  

・DPCの様式1作成業務を含めないという見郎は整合性がとれない。この業務（事務作業）   

に関わる医師の労力は大きい。事務職員を配置できる点数になっていないn 医師の増員  

（医学部定員の大幅増貞が決定的です）。  

・診療報酬が増加すれば、非常勤医師や事務補助者を増員して勤務医の負担軽減をするこ   

とができるn また、医師の給与を引き上げることができる。   



2．医師責任者票  

2－④－1入院診療に係るあなたの業粍負担がr増加した」理由  

0患者数が増加したため  

・患者数の増加（分娩数、手術数）。  

・入院患者数が増加したため。  

・受け持ち数が増えたため。  

・近隣の心臓外科手術可能施設が減少し、1年365日対応できる当院への負担が増しているれ  

・入院患者数が増加したため（近隣の病院の呼吸器科が脾退した為、紹介が増加）n  

O重症の患者が増加したため  

・手術、がん診棟の増加。院外の業務が増加しているので、当直はなくとも時間外労働は   

禿い。  

・高齢者、重症者、終末期の患者が多いため。  

・手術件数及び集中治療での症例数が増加したため。  

・甜完日数短期化と稼動率向上、専門分野の手術症例の増加。  

・分娩数、手術件数、入院患者数がトータルで1．5～2借に増えた。  

・高齢者肺炎患者の増加および繰り返し発生する病棟担当医の不足。  

・人工呼吸管理など重症化が進んだ。  

○救急患者が増えたため、手術が増加したため  

・救急が増えた．  

・救急患者、手術数の増加。  

・周辺医療機関の手術停止（麻酔医）により、当院への手術負担増加。患者の大病院志向   

による手術・救急患者数の増加。  

・救急・緊急入院となった患者の診断のための画像検査の増加、時間外対応の増加。  

‥L、腕力テーテル検査・治療の対象患者（件数）の増加や  

■手術件数の増加。ほぼ毎日手術で残業するようになった。  

○患者への対応に時間がかかるようになったため  
・患者との応対に時間がかかるようになった。  

・居着からの説明要求が増えている。  

・患者への説明時間の延長（より詳Lい説明を求められる）．  

・患者・家族に対する説明・面談に多く時間を要する（要求されることが多い）．  

○医師が減ったため  
・科内の人員減少のため。  

・研修医がいなくなり、仕事をみんなで分担するようになったため。  

・医師数減のたれ  
・医師数の減少に作い、義務分担が新たに加わったため。  

・常勤医が1名退職したため。  

・医師数の減少。上司が退職し、管現職も兼ねるようになったため．  

・自分以外に内科の入院患者をみる医師がいないため．  

・常勤医が4人から2人に減ったため。  

○部下の能力不足のため  
・部下医師の能力低下。  

・下が仕事をしないため。  

・部下に若手が増えたため。  

・若手医帥は数年（2～3年）で交替していくので、新しいスタッフ（医師）が楽務に慣れ   

るまでは、自分の仕事が増えるため。  

・管理する医師の能力低下のため監督業務が隠軋  

○管理羊務が増加したため  
・病棟における管」曜・指導（基本的なことから看護師に指導する必要がある）。  

・管理案務や全紙が増えたため。  

・教育的指導の増加。  

○事務作業が増えたため  
・事務作業量（諮類）が増加したため。  

・古くべき書類が増えているため。  

・DPC導入に伴う事務作業が増加。  

・入院診療時に要する事務的な仕事が増えたため．  

・症例数増加及び入院に関わる文奄（同意番等）等増加による．  

・インフォームドコンセント関係の漏煩が増加し、電子カルテの稼動開始で、ムンテラ（患   

者やその家族への病状説明）などに非常に時間がとられてしまう．  

・救急センター、がん救急病院を維持するため、主として統計業務が増えたため。  

○電子化による業務が増加したため  
・電子化による負担の増加。  

・電子カルテ化による業務の増加。  
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・電子カルテシステム導入による業務増加。  

・電子カルテ導入による操作が増え回診時間が減った。  

・電子カルテ導入などとともに手続きも増えた。  

○会議が増加したため  
・会議が増加した。  

・委員会活動に力を入れた。  

・各種会談の増加。  

○その他  
・新たに分娩の取扱いが始まり、新生児治療がスタートしたため。  

・分娩数の増加による新生児医療の増加（産科の集約化）。  

・近隣病院の泌尿器科の閉鎖や減員のためb  

tクラークを雇うように病院側に言っても雇ってもらえないため。  

・患者への医療に関する情報提供が推進され、畜類作成が増加したが、医療クラークの教   

育がまだ不充分なため、負担軽減に至っていない。  

・病棟医長になったため。  

・整形外科診療部長として、入院患者の在院日数・稼働率などの対応が重要になってきて   

いる．また、副院長として病院全†本の在院日数、稼働率などにも気を追っている。また、   

医療事故の注意点をいつも配慮している。  

・脳神経外科、泌尿都科、神経科等の特殊科の常勤医が不在となり、その分の患者入院を   

診るようになったため。  

・24時間コ65日、当直以外でもon＿Callでは無給で拘束されており、救急入院患者の入院治   

療を行うn  

2－④－1入院診療に係るあなたの業務員担が「軽減した」理由  

○医師数が増加したため  
・医師数が増加したため。  

・診療チームの医師が1名増月したため。  

・後期研修医が増えたためb  

・非常勤医師が増えたため。  

・新しく産科部長がきてくれたため。  

・NICUを新設し、′ト児科人員が2人から4人へ増えたため。  

○部下が成長したため  
・若い医師が育ったので、執刀する手間が減じたため。  

・若手医師の分担を増やしたため。  

・部下に受け持たせることが多くなったため。  

・仕事を部下に委譲したため。  

○担当患者が少なくなったため  
・受け持ち患者が減少したため。  

・直接病棟で主治医としての役割をはずした（忙しすぎて患者のところに回診に毎日行け   

ないため）ため。  

・時間外呼び出し当番からはずされたため。  

・診療形態を2交替制にLて、原則週40時間勤務とした。原則、主治医とならないように   

したため．  

0管理業務など、他の菓霧に投入しているため  

・他の柴務増加のため入院診療に使う時間がとれなくなった．その分、他の医師の負担が   

増加したため。  

・診療から少しずつ離れ、管理業我をしているため。  

・病院内の診療外業務（院内委員会活動・会誌・カンファレンス等）、管理業務が増加し、   

入院診療にほとんど関与できなくなったため。  

○医師事務作業補助者など、医師以外のスタッフを活用するようになったため  

・秘杏が保険の巻類を作成してくれるようになったため。  

・代行入力で処理できるようになり、菩顎作成の時間が軽減したためく  

・メディカ／レクラークに苗務代行を依頗しているため．  

・医療事務作業補助者が増員され、事務的な仕損が軽減Lたたれ  
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・医師叫上挙が減るよう院長が他の職員の仕事の分揮を進めているため。  

・阪口rliヰし祷作業欄軌員の導入ため。  

「〕その他  
・竃予カルテの導入など。  

・重症店者が少ない、産科が安定して柄的新生児が少ブ亡いく  

・重症の受り人れを制限した。  

2－（9－1 外来診療に係るあなたの業務負担が「増加した」理由  

01件当たりの診癒時間の増加  

○医師・スタッフの教育にかかる時間の増加  
○医師の】威少  
○医師の肯邑力不足  
○外来診療内容の広範化・複雑化  
○外来担当日（回数）の増加  

0スタッフ（音譜師を含む）不足  

○患者からの要求の増加・複維化  
○患者の病院指向  
○患者への説明に要する時間の増加  
○近隣病院（診療所）の閉鎖・縮小等  

○検査件数の増加  
○時間外受診・救急診療の増加  
○事務作業の増加  
○重症患者の増加  
0昇進のため  

○新規設備の導入  
○電子化による煩雑化  
○患者数の増加  
○その他  

2一⑤－1外来診療に係るあなたの業務員担が「軽減した」理由＜分類済み＞  

0医師（非常勤慄師を含む）グ）増員  

（⊃l裏R巾の能ノコ向」二  

○外来診痴の雁止・他科への移行等  
0外来担当ー］（同数）の減少  

○患者数の減少  
○休診日の確保、診療時間の短灘  

○近隣に開業医が増えた  
O」研修医の増員  

○昇進のため  
○診療体制の効率化（分担化）  

○スタッフの増員  
0他院への紹介  

○病院・部署の異動  
○医師事務作業補助者等の配置による事務作業の礎械  
○予糸勺制、紹介制とLた  

○その他  

4⑤ 診療科において実施した経済面での処遇改善の内容  

○基本給の増額など  
・ハイリスク妊娠、分娩点数を主治医に全額配分（均等）にしている。基本給は㌍均で24．SOO   

円増えたr  

・年俸制をとっているが、月額約5～6方円（手当て含め）の増額があった。  

○時間外手当の創設、オンコー／レ手当の創設  

・外来診療時間の延長による手当を増額した。  

・休日・夜間透析の手当、手術・緊急呼出しの手当の増額があった。  

・時間外手当及び夜間休日呼出L手当が、平成ヱ0年11月上り増額となった。また、医長以   

上の時間外手当が手術後管理手当として1日に5、000円となった。  

・時間外診療について手当がついた．  

・日直に時間外手当てが支給されるようになった。  

・今までなかった超勤手当が導入された。この結果、大体、ノ】5～15万円の増細となって   

いる。  

3G   

・時間外病棟業務や香類作成に従事L7こ、いわゆる「時間外勤務」の申請要件を緩和し、   

申請時間数が増加した。  

・時間外の（夜間・休日）呼び出し手当が、わずかであるが増額となっている。  

・金曜日夜～日曜日昼間、祝日前夜、祝日昼間の自宅待機料がつくようになった。  

・オンコール時の手当がつくようになった小  
・当直以外で呼び出しされた場合に手当がつくようになった‘  

○分娩手当（時間外含む）の創設  

・時間外の分娩1件につき1万円の手禦が創設された（1晩2作まて）。  

・時間外分娩手当。  

・時間外の緊急手術は1件当たり7，000円、夜間の分娩は1件当たり5，000円の手当が支給   

されるようになった。  

・分娩手当料が加算された（  

・時間外分娩の手当が出るようになったぐ  
・時間外（ヱ100～8－30）の分娩・緊急手術に対し、報酬が支払われることになったrl   

作あたり5＿000～7．000円（報酬が出るのは1阿の時間外当たり1件まで）。  

・分娩件数による手当。  

・分娩手当金の増設p 緊急手術（禎澗）時の応援者へ補助料金。救急母体搬送受人れ時の   

援助金。  

○当直手当の創設  
・Ⅰ回あたりではないが、佼間当直以外や呼びし出された場合に、分娩、手術加算、月ヰl司を   

超える当直での加凱  
・当直料の増額や救急当店における紺軌  
・NICUを新設し、オンコール体制であったが、当直（夜勤）手当が出るようになったr  

O診断汽作成料の支給  

・診断蕃等の文番作成料（1部500円）が支給されるようにな一）たL  

・許頬等の作成鮨とLて、わずか（1割）でけあるが、手当がついたn  

・診断▼番類整理時間外手当ができたこと。  

○そ〝つ他の子当  
・入院受入医師手当、救急患者対応手当小  

・枚急母体搬送受入の際，初診嫉医l名にl同約1（l．0（）0円の手こ当。  

・手術に上る緊急夜間の山酔管理として’の手当  
・枚急才解送来院唐者診禿きを受けた峠、またその患者を人院に結び／つけた時に、それぞれl．O110  

ニミ7  

円を算定する。  

・マンモグラフィー三次読影料が増額された。  

・残業手当が】時間1．5（拇円と増額されたことにより、月t5．000円前後の増額となった。   

読影加算手当が支給されるようになったことにより、月6叩00門前後の増額となった。  

○学会活動等の＿支援  

・外郭賢企導入による国内外学会等への出張支援。  

・学会旅行の補助。  

・学会活動等の支援があることによって治験、臨床試験に積極的に参加し、学会出張用や   

パソコン等の高額OA機器購入に使用している。  

・学会参加費・旅費等、可能な限り、研究費から補助している。  

・診療実績を評価し、図書、学会出張、医療機儲を優先的に考慮している。自治体病院と   

して、予算枠があり、枠内での処遇Lかできない。  

・海外出張に対する軒用の部サポート。  

・学会骨張費の補助拡大、学会の年会費負担、コピー代、文献取り寄せ料負担、医師賠償   

保険抒用負担。  

・学会出席や論文作成・投稿の補助。  

○育児支援当  
・育児休暇中の女性医師の臨床復帰を促進する目的で、医局員が私的に運営管理している   

医局ぞ？からl人月額50．000円まで、保育園の資用を補助している．病院の制度ではない   

が、育児負担のある女性医師については当直の免除等の勤務軽減を行っている。  

○その他  
・ETCカ、・ドの配布   



5 病院勤務医の負担軽減についての課題・ご意見  

・待遇の改韓。時間外劫附こ対する正当な評価が必要であろ。柄院当直と時間外診療の区   

別を明確にする。仰f修匿に射し、勤務を魅力あるものにするため、最低賃金を上げる必   

要がある。  

一医師の診療内容が複雑化しているため、20年前と比べると激務は三伯にはなっている。   

同じ科の中でも専門性が増しているので同一・人数では診療できないょうになってきてい   
る。コ0年前と比べると医師数は2値くらい必要ではないかと一瞥う。病院勤務医が減少し   

ないようにするためには待遇の改善は急務である。そのためには診療報酬の恨本的見直   

しが必要である（現在は開業医が有能なため、勤務医から聞業医への涜れがある）。開業   

するより勤務医のほうが有能であり、勤務l去の中でも埠門性を持った専門医の待遇を改   

善するべきである。  

・医師不足対照としての「フィジカ／レ・アシスタント（l楓）」の導入について検討してはど   

うかト米国の医療も多くの問題を抱えているが、医療の分室酎ヒでは学ぶべきものはある。   

その一つがフィジカル・アシスタント（m）という制度だ【主に外科系医師の助手をす   

る役割であり、60年代半ばに制度化が進んだ。大学卒業後に2～3年の専門コースを履修   

する。現在、全米の外科医（一般外科、胸部外科）総数の2倍近い約鳶万人が、PAとし   

て医煉に寅赦している。Ⅰ鳩は医師の監督責任■Fでかなりの権限を与えられ、手術の助手   

や処置、患者への説明、処方、各手近苔頬の作成などを行う。これにより医師が本来の業   

務に専念し、専門性を高めることができる。最近、英国やオランダ、台湾、硝アフリカ  

／亡どもこの制度を導入し始めた。専門化した医療スタッフが分業することで、医療の質   

の向上が可能となる。医学部定員増だけでなく日本の医殊に適したPA制度の導入が重要   

であると確信している。  

・基本的に開業医との貸金格差が大きすぎる．また、拘束時間が長すぎる。つまり、時間   

当りの給与が少なすぎる。  

・当科は、かなり以前より秘書を雇って医師が独自にしてきた診療外業務を代行してもら   

い、かなりの時間を削I成できた。特に当科では月100牧以上の各種文昏の代輩を秘事が   

行うようになってから、時間的負担はかなり軽減している。また、外来や入院業務でも   

委託可能な範囲の殆どを委託しているが、勤務時間はなかなか短縮しない。当院では、   

救命救急センターを有しているため、急患は24時間来院する．日勤帯に急患が入ると病   

棟担当医はそれに忙殺され、入院患者の回診が遅くなりがちである。それを回避するた   

め早期より回診をして始業時間に救急病棟に入院Lた患者に対応するようにしている。   

入院患者家族に対する説明時間は年々長くなり（患者の意泳が向上したためと、在院日   

数短稲による患者増）、1日のかなりの時間をさくようになった。同意書や入院診療計画   

書など説明に費やす時間は年々長くなり、かつ、電子カルテへの首己載時間はそれに伴い   

長くなっている。救急をかかえているので（原則として断わらない）、当直のときはほぼ  
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眠れない。英症患者の急変や、PCIが必要に／ごると1人当直では対応できないため、待機   

医師を招集している。待機医師は招集されても翌日は休みではないため負担業務になる。   

当直明けに仕事がないよう配置しても、いつも‾亡きる訳ではなく、多くの場合、帰宅は5  

時（午後）を過ぎる．人民の増加が特効薬亭が、診療報酬は抑制されているので、病院   

側はこちらの予定通りに人員を増やすことはない．結局、どんなに我憮して頑張って適   

量労働に耐えても、殆どの病院が赤字経営を余儀なくされている根幹がある限り、医師   

の過訳労働は減ることはない。少人数で多数の患者に対応しないl限り、．黒字化は夢物語   

にしかすぎない。患者1人1人にかかる診療時間が確実に長くなっているため、結局、   

超過勤鰍まなくならない。当院はかなり恵まれていると思うが、それでもこの現状であ   

る．私のような年令になって疲れてくると、地方病院の惨状を知るにつけ、そこに飛び   

こむことに随躇し、閉業に向いてしまい、結局瞑師不足に拍車をかける。診療報酬の増   

と、経営努力をしっかり行っている病院に対する負担減の方法の導入を検討してほしい。   

医凍は人も手間もかかる。合理化のみで全てをまかなうと血も頼もない医療になるが、   

それに近いことをしなければ経営が東経しい状況になっている。  

・国が医療費抑制の政策を推し進める限りにおいて、包括医療の体制をとる当院のような   

病院は、経費削減をせざるを得ない。医療に「効率」が求められることになり、効率を   

上げるた捌こ職員の労働力が必須の状態である。効率追求の医療ほ、リスクと背中合わ   

せであり、常にこれが不安である。  

・大学医局から医師派退で医師数は相集されていたが、研修医制度で大学医局は敲崩され、   

医師派遣が不能となった。  

・責任者の年令は高く、当直回数は減っている。平均で当直同数を算出したら、実際には   

当直回数は多かった。若い医師の実態がみえてこないため、平均値ではなく、実数（0～   

8回）など、きちんと調査してほしい‘連続当直など非現実的な数字を調べても、実鳩は   

みえてこない。  

・メディカルクラーク導入は、事前の予想とは異なり負担軽減に役立った。看護他部門に   

は平成19年12月28日付通知が周知されておらず、一部通知を理解していても自己の負   

担増加を望まず導入することができないため、実効があがらない状態である。また、地   

域住人の大病院志向、専門医志向は板碑く、深夜の軽症救急受診でも専門医診療を望む。   

住民の琶織啓発を行ってはいるが、病院単独で行うには限界があり、投書も増加するこ   

とが危惧される現実がある。  

・私たちの分野では、美容にシフトする人、開業にシフトする人が微増している。入院を   

きちんと入れる、手術をしているなどの評価がなく、朝から夜まで仕事をしていても虚   

しさを感じる。  

・給与が低すぎる．医者は、お金儲けのために仕事をしているわけではないが、諸外国と   

比較しても、あまりにも給与が低い．忙しくてもやりがいのあるサポートがなければ、   

若い人は集まって来ないだろう。女・性医師の再就職。時間制で働ける環境づくりなどが  
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関の働きかけも必要だが、患者自身の勉強・努力もポイントである）。病院に対する何ら  

かのサポートが必要。この3点が大きく変化しない限り、根本的な改善はない。   

必要である。これはナースにも言えることである。また、医師、ナーズ以外の専門職を   

つくるべきである。  

・本調査で病院での超過勤務、当直等の評価は可能だが、「待機j については何の考慮も評  

価もされていない。例えば、時間通りに勤務が終わり帰宅したとしても、当番（待機）   

であれば、酒を飲んでゆっくりすることもできず、風呂に入っていても家族にPHSの番   

をしてもらい、夜中の眠りも浅い。夜中に呼ばれて処置をしたとしても、病院での処理、  

診療の時間が1時間なら、超過勤務としては「1時間」であり、5時に終るところを6時   

まで仕事し、あとは待機もなくフリーな人と同じ放いである。救急にち上くち上く呼ば  

れる科としては、これを「1時間の超過勤務」と同様に扱われることにとても反発する。   

このような点も理解した上で、もっと十分吟味された調査票で統計処理してもらうこと   

を希望する．  

・絵に描いた餅のような意味のない電子化やDPCにより、事務的な作業にますます時間が   

かかり、医師の負担を増やしている．産婦人科は、保険上加算が付加した科であるにも   

かかわらず、「すべての科Iま平等」的な扱いで、負担軽減を優先してもらえるわけではな   

い。このような政策ではあまり意味がない．むしろ、科を重点的に配慮した誘導が必要   

と思う。  

・産婦人科は24時間体制である．4人では当直体制はできない．ポケベル待機、オンコー  

／レ呼び出しの兼務負掛こついて、アンケート調査にないことが不満である。  

・他科ローテーションをしていない世代の眼科医は、全身疾患への診療に疎く当直時にお   

ける対応時に、大きなストレスを感じている。他科医師を呼ぶか否か、トリアージにつ   

いても全く自信がない。迷惑をかけているだけではないかという想いと、もし自分が当   

直していることで患者に不利益が及ぶのではないかという想いが常にある．  

・患者や一般住民の啓蒙が非常に重要である．  

・畜類が多い。  

・病院勤務医が勤務している病院の中で、公立病院はほとんどが赤字であるn 特に地方の   

公立病院は赤字でなければやっていけないのが現状であるn そのような状況の中では、   

医師の数を増やすことは、（たとえ医師の全体数が増えたとしても）難しい。医師を増や   

すことと、公立病院に対する赤字の対策をしないとやっていくことはできない。医師の   

仕事を他のコメディカ／レが負担するとしても、そこでも人をやとわなければいけず、結   

局は病院経営を圧迫することになる。少ない金で、できるだけ質の良い医醸を提供でき   

る時代は終ったのであって、質の良い医凍を受けるためには金が必要である．  

・診療行為が自己完結できると考えられる軍門医の養成に時間がかかり、実診療は英成課   

程の医師（専門研修医）にも負担をかけている。病院からは完全交替制導入を鈍く要求   

されているが、専門医の確保、治療の継続性、質の確保など、人員数の問題だけではな   

いところが残っている。  

・患者が安心できる診療所の質的向上．何でも大病院という患者の意識を変える（医療機  
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・常勤医師数が減少し、1人当たりの担当数が増加した。  

○亀子化により負担が増加したため  
・電子カルテになって診棟時間が増加した。検査のγ約もすべて医師の負担になっている。  

・電子カルテ導入により、外来・入院指示に時間を要するょうになり、操作を覚えるのも   

大変である。  

・電子カルテ導入で、医師の仕事が増えている。  

○事務作業が増加したため  
・頻回な制度改正等による、事績等の事務作業の増加。  

・事務処理などの負担が増えた。  

・害頬（診断番、保険会社や警察の調査文再、介吉酎呆険、各種面談調査）が増えた。  

・主治医意見巷、診断詩、入院疎薙計画苔など幕類の増加。  

○患者への説明に要する時間が増加したため  
・病状説明の頻度・時間が増加した。  

・高度医療のため、治棟説明に要する時間が増加した．  

・術前診察において説明しなければならない事項が増えた。また、それに伴い取得しなけ   

ればならない同意沓、事項が増加した。  

○外来担当回数の増加  
▲外来診療担当日が増えた。  

・自分の診察日以外での診察が増えたため。  

・外来の目数が増えた。  

・一般診療の当番回教の増加、受け持ち患者数の増加。  

・専門外来などの分が増加したため。  

・外来を担当する医師が減少したため、l人当たりの負担が増加となった。  

○その他  
・夜間救急室に来る患者が増えた。  

・昨年は臨床研修医であったため、担当医として資任は少なかったが、今は主治医として   

業務を行っているから負担は増加している。  

2－（9－1 外来診療に係るあなたの業務負担が「軽減した」理由  

○メディカ／レクラーク等の配置により事務作業が枢滅したため  

・ノディカ′レクラークがつくようになり、i5類遇きに関する業務が軽減された。  

・メディカ／レクラーク導入により書類業務の負担が減った。  

・書類作成が多く負担であったが、メディカ′レクラ・・－クがほぼ作成してくれるため、誌が   

減った。  

・メテイカ／レクラーク配置により嘗叛記掛こ要する時間が軽減した。  

・医療クラークが、診断書など書類作成の補助をしてくれるようになったため。  

○医師が増えたため  
・医師が増加したためn  

・常勤医の増加。  

・医師の数が増えたためも  
・昨年は2雲．だった′ト児科が3名に増えたため。  

tベテラン医師が増えたため。  

○休診日の確保、診療時間の短縮、外来回数の減少があったため  

・医師が減少したことにより、病院として健診業務を中止したため。  

・外来の担当回数を減らした。  

・外来日数が週に3日であったのが2日減った。  

・外来診療日が5日から4日に減少した。  

・診療時間の短縮。  

○患者数が減少したため  
・患者数が減っている．  

∵来院患者数が減少した。  

・新規の患者が減っている。  

○地域連携を推進したため  
・近隣のクリニックへ出来るだけ外来患者管理を依頼するようにしたため。  

・「逆紹介」を推進し、診療患者数が減少した．  

・逆紹介を増やした。  

・入院患者の負担増のため、外来は可能な限り、地域の開業医へ紹介している。  

○電子化による業務哩減を進めたため  
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・問診票を電子カルテに入力する業務が軽減された。  

・文章作成がコンピュータ上でできるようになり、容易になった。  

○予約制・紹介制を導入したため  
・紹介外の患者受診日の制限を新たに設けたため。  

・外来を予約制にしたため。  

・外来を完全予約制にLた．  

2－⑬ 病院の中でどのような取組みを実施すれば、あなたの勤務状況は改善すると思う  

か。  

○救急の受入れについて  
・救急を1次－3次までのすべて受け入れるのではなく、】次は地域の夜間診療所へ行って   

もらうことを徹底していただきたい。  

・深夜帯の救急受診患者に対する適切なトリアージ。  

・救急医療の階層化（一次、二次の切り離し）。  

○当直後の勤務について  
・当直翌日の休みは義務化してほしい。  

・当直・残業手当の増額と時間制限の廃止。  

・「当直翌日を休みにしないと、その当直医にべナルティを課す（例えば減給）」という／レ   

ールを作れば改善すると思う。  

・当直翌日は、「午後早退OK」などといった／レールをつくってもらいたい。  

・当直翌日は帰宅できる環境。残業手当をつける。  

・当直翌日の代休がとれる診療体制（科によっては実現出来ている）．  

・勤務時間外の強制労働をなくすか、手当を考慮するか、当日翌日は休みにするか、など   

休息や報酬を考慮するn  

・連続当直をなくす配慮。現時点では、当直のローテーションは、ある法則をもとに、庶   

務課が決めている様子。その法則によると、連続当直が生じ得る。当直表の発表前に、   

修正するなどの配慮をすべき白  

○経済的処遇について  
・当直代大帽増、最低1回当たり50．000円とすべき¢ 他のバイトより安いのは明らかにお   

かしい‘  
・他院でア／レバイトをしなくてもすむ給与にすべき。  
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○医師数について  
・蘇酔科医師数の増加。救急科専門医の確保。総合内科医の増加。  

・医師のスタッフが増員されること。  

・医師数の増加。  

・人員が増えないことには、当直明けの休暇も無理で、外来（消化鶉科の他に内科の応援   

もあり）の状l兄も改善しない。  

○外来診療について  
・外来新患予約制の導入と医療クラークによる書類作成の補助。  

・患者を受け入れる絶対数を決める。  

○業務分担について  
・医師免許保有者でなくてはできぬことに業務を集約する。すなわち、外来・手術のみ等   

へ人員の集約．単に医師数を増やすのは全く意味がない。  

・看便師の分担の増加（やらないことが多すぎる）．  

・検査のための静脈／レート確保は看矧動こやってもらいたい。  

・予約センターがあり、検査や次回再診の予約をとってもらう。できたら検査内容の説明   

もしてもらいたいゥ  
・点滴業務の移行。  

・看幾師を増員し、－一部は専門看護師（エキスパートナース）として育成する。  

・患者の入室・退室などを看護師がやってくれると、入退室の時間の削減につながる。  

・点滴の確保や食事変更、病室の変更などの仕事を他の部署が行うようにする小  

・コメディカルへの業務の分担（現状では、点滴など、看護師が法律上認められている行   

為も．医師が夜間に呼ばれて行っている）。  

・診断菩・意見書などの書類作成業務の完全分担化と、全薬剤投与の完全分担化。  

・麻酔器などM工機著旨（術中検査も含めて）の管理・保守を、MEや検査技師に担当しても   

らいたい．  

・麻薬の事務処理を薬剤師が担当する。  

・主治医意見沓、MRl検査同意素をコメディカルが対応こするようにする。  

・採血点滴、検査部や他部署への電話連絡、患者の移送・運搬、処方せんの変更入力、サ   

マリの訂正入力など、有言埴師でも可能な業務や医師の口頭指示で他職権がオーダー入力   

可能になれば医師の業務は大幅に改善するん  

○医療クラークの7吉川  
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・は招クラク業務が全科に広まることr  

・事石！員を増やさず、一郎を柄煉や外来に配置し、各科中州笑療クラークとし〔養成rlるし  

・カルテ人ノノ（検査・処方・注射等）については代行してほLい。  

・医腑事凝による診断寓七妄作成け甘玩  
・別封乍成の補助を進めてはしい．  

・事務畜類作成、DPC入ノ」など【矩療行為以外について、他職種に代けしてもらう‘  

○その他  
・保l晩会社や介護保険苺頼の完全電子カルテ化し、同じことを手喜きで何度も記載しなく   

てもよいょうにする。】人の患者が4つ以ヒの保険会社の診t折畜を持参する】易合がしゎる。  

・手術を計画的に行う。整ノ杉外科医が好き塘手に手術を7■定するのをやめる。  

・夜間の入院患者の急変に対し、当直医が対応する体制の強化。  

・意味のない会議の削減．  

・ニー交替制の導入。  

2－⑰ 今後の意向の理由  

【rできれば診痴を辞めたい」とする理由】  

0疲れた、負拍が人きい  

・自分の健康が大切。  

・疲れ果てた。  

・他院よりは労働条件は良いが、当直後の勤務は（ほとんど睡もできないことが多く）   

過酷であるため。  

・f仕口が多忙で心身ともに疲れている。  

・仕事の負担が大きく体力的にも精神的にも限界。上司や院長に話しても状況は改j㌔＝しな   

い。仕事中の労災事故にあっても適切な対応をしてもらえない。自分の健康を害し、生   

命を縮めてまで医師としての業務をしなければならないのか。  

・今後の妊娠・出産を考えると負担が大きすぎるためし  
・夜間救急に対する体力的限界。  

○リスクが大きい  
・高いリスクに相当する見返りがない。例えば、残業代には上限が設けられている。  

・最近はクレーマーが多く、訴訟のリスクも高い。仕事の忙しさの割に給料が安い。  

・医療訴訟のリスクを考えると、現在の待遇では全く割に合わないため－  

・治癖園難な症例に対する訴訟の増加等。  

5】  

口報われない、不公平である  

・イ上事は脚肝ナる一カで、自分の休力は落ちてくる。病院内でも働かない医ロー】iと、働く医   

師の汁仙肘同じなのは 不平等と感じる。  

・希望が持てない。  

・報われない〔  
・身を削って診療にあたって‡）報われず、やりがいのなさを感じる。  

・苦労Lても患者から文句を吾われ、憎まれるのがしんどい凸  

⊂）充実感がない  

・労働内容に比して、精神的な充足感がない（10年前は充分にあった）n  

・成功報酬が低い（囲媒な手術であっても成功は当然という患者・家族の認乱）。  

○生活の囚対は  
・生活の不規則さ。  

・育児との両立が周対〔。  

・精神的・体力的に草すぎるn すでに†木調もおかしく、この上まだと病気になる。また、   

人間らしい生活が送れず、せきている意味が／八、h  

・疲労が多い。いつも呼び出されるかわからないので、人と約束できない。  

0その他  

・夢の実現のため。  

以上  

（∋   




